
第
八
〇
回
メ
ー
デ
ー
が
五
月
一

日
、
県
内
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
新
潟
市
中
心
部
で
は
、
陸
上

競
技
場
と
西
大
畑
公
園
で
そ
れ
ぞ

れ
多
く
の
労
働
者
が
参
加
し
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

西
大
畑
公
園
で
の
会
場
で
は
、

一
〇
〇
〇
名
、
陸
上
競
技
場
で
の

会
場
で
は
、
三
〇
〇
〇
名
の
労
働

者
が
、
結
集
し
新
潟
県
知
事
・
新

潟
市
長
か
ら
の
来
賓
あ
い
さ
つ
、

主
催
団
体
か
ら
の
あ
い
さ
つ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
あ
り
ま
し
た
。

和
太
鼓
で
幕
開
け

西
大
畑
公
園
で
開
催
さ
れ
た
、
第
八

〇
回
メ
ー
デ
ー
新
潟
県
中
央
集
会
で
は

九
時
三
〇
分
よ
り
和
太
鼓
で
幕
開
け
し

合
唱
団
『
樹
』
に
よ
る
メ
ー
デ
ー
歌
の

合
唱
が
あ
り
ま
し
た
。

中
央
集
会
で
は
主
催
者
あ
い
さ
つ
、

来
賓
あ
い
さ
つ
が
続
き
争
議
組
合
・
国

労
・
私
教
連
・
ト
ン
ネ
ル
じ
ん
ぱ
い
な

ど
の
紹
介
が
あ
り
、
闘
い
の
現
状
が
報

告
さ
れ
、
地
本
・
守
橋
委
員
長
は
『
国

鉄
闘
争
は
解
決
に
向
け
て
前
進
し
て
い

る
。
政
治
解
決
に
向
け
て
ご
支
援
を
お

願
い
し
た
い
』
と
訴
え
ま
し
た

雇
用
を
守
り

す
べ
て
の
労
働
者
の

賃
上
げ

来
賓
あ
い
さ
つ
や
各
団
体
の
あ
い
さ

つ
で
は
、
世
界
的
な
金
融
危
機
の
中
で

雇
用
不
安
が
増
大
し
て
い
る
。
契
約
社

員
な
ど
非
正
規
労
働
者
が
解
雇
・
雇
い

切
れ
に
な
っ
て
い
る
。

大
企
業
が
溜
め
込
ん
だ
『
内
部
留
保
』

を
吐
き
出
さ
せ
、
外
需
か
ら
内
需
拡
大

へ
進
め
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
上
げ

と
安
定
し
た
雇
用
の
保
障
こ
そ
最
大
の

景
気
対
策
、
そ
れ
が
、
深
刻
な
日
本
経

済
状
況
を
打
開
し
く
こ
と
。
な
ど
、
訴

え
て
い
ま
し
た
。

素
晴
ら
し
い
五
月
晴
れ

デ
モ
行
進

メ
ー
デ
ー
新
潟
県
中
央
集
会
実
行
委

員
会
で
は
、
西
大
畑
公
園
か
ら
東
堀
五

番
町
ま
で
デ
モ
行
進
を
行
い
ま
し
た
。

シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
や
、
う
た
ご
え

な
ど
で
、
素
晴
ら
し
い
五
月
晴
れ
の
中

多
く
の
新
潟
市
民
へ
訴
え
ま
し
た
。
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二

〇
〇
九
年

五
月
か

ら
裁
判

員
制
度

が
始

ま

り
ま
す
。

裁
判
員

制
度
と
は
、

重

大
事
件
（
殺
人

・
強

盗
致
死

な
ど
）

に
つ
い

て
、
国
民
が
裁
判

員
と

し
て
刑

事
裁
判

に
参
加

す
る
制
度

で
す
。
裁
判

員
は
、
被

告
人

が
有
罪

か
ど
う
か
有
罪

の
場
合

ど
の
よ
う
な
刑

に
す
る

か
を
裁
判
官

と
と
も

に

判
断

し
ま
す
。
通
常

は

裁
判
官

三
名
、
裁
判

員

六
名
で
行
い
ま
す
。

裁
判

員
制
度

へ
の
参

加
に
つ
い
て
は
、
国
民

の
中
に
消
極

的
な
意
見

が
多
く
、
法
律
家

の
中

で
も
賛
否
両
論

が
た
た

か
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
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４月２４日、１７時半から１時間、安全問題について

の宣伝行動が新潟駅前で行われました。

宣伝行動では、『規制緩和』や競争の激化、営利優先

により安全が脅かされている。国交省は、福知山線事故

などの重大事故を受けて、ようやく法改正を行い『輸送

の安全確保に関する義務付け強化』を行いました。

しかし、今の状況では不充分です。『駅の無人化』

『ホーム要員の廃止』『外注化の拡大』など企業任せに

なっています。鉄道などをはじめとした輸送の安全は企

業と行政の二重で確保していくことが重要です。

私たちは『規制緩和』の見直し・安全規制の強化と安

全最優先の企業体質を作り上げていくことを強く訴えま

す。～など駅へ向かう市民に訴えました。

★もうけ優先ではなく、安全を最優先とした経営を行うこと。

★『規制緩和』を見直し、安全規制の強化を国と事業者で行

うこと。

★ホームでの事故根絶に向けて、ホーム要員の配置を行うこ

と。

★低コスト主義を改め、安全に係る業務は、鉄道事業者の直

営とすること。

★安全・防犯の観点から無人駅をなくすこと。

★安全確保のために労働条件・労働環境を抜本的に改める。

トヨタやキャノンなどの大企業が先を争い『派遣

切り』や『期間工切り』などで労働者を切り捨て、

賃金を抑え込むのは、身勝手です。

これまで非正規労働者を使って大もうけをした上

今後は利益が減りそうだからと犠牲を労働者に押し

付ける、こんなやり方を続けていては、売り上げも

落ち込んで悪循環をひどくするだけです。

大企業だけが大もうけする、政治と経済の仕組み

を根本から転換させましょう。


